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告 示

北海道告示第229号
　次のとおり随意契約の相手方を決定した。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量
　　総合文書管理システム運用・保守業務　一式
２　随意契約の相手方を決定した日
　　平成24年３月15日
３　随意契約の相手方の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　富士電機株式会社
　⑵　住　所　　神奈川県川崎市川崎区田辺新田１番１号
４　随意契約に係る契約金額
　　41,895,000円
５　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
６　随意契約によった理由
　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
372号）第10条第１項第２号の規定による。

７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道総務部人事局法制文書課
　⑵　所在地　　札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第230号
　次のとおり随意契約の相手方を決定した。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
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１　随意契約に係る特定役務の名称（１件当たりの単価）及び調達予定数量
　　道税に係る収納磁気テープ作成業務　調達予定数量　1,991,000件
２　随意契約の相手方を決定した日
　　平成24年３月26日
３　随意契約の相手方の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　株式会社北洋銀行
　⑵　住　所　　札幌市中央区大通西３丁目７番地
４　随意契約に係る契約金額
　　15円50銭
５　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
６　随意契約によった理由
　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
372号）第10条第１項第２号の規定による。
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道総務部財政局税務課
　⑵　所在地　　札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第231号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする特定役務の名称（利用端末１台に係る１月当たりの単価）及び調達予定数

量
　　　ソフトウェア資産管理サービスの利用　一式（利用端末36,500台分のサービス）
　⑵　調達をする特定役務の仕様等　　入札説明書及び仕様書による。
　⑶　契　  約　  期　  間　　契約締結の日から平成29年８月31日まで。ただし、予算の範

囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
　⑷　履　  行　  場　  所　　入札説明書及び仕様書による。
２　入札に参加する者に必要な資格
　⑴　平成23年北海道告示第７号又は平成24年北海道告示第９号に規定する情報システム開

発の資格を有すること。

　⑵　道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
　⑶　暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな

いこと。
　⑷　次のいずれかの実績を有し、かつ、誠実に履行したものであること。
　　ア　過去２年間にソフトウェア資産管理システムを導入した実績
　　イ　ＡＳＰ方式によりソフトウェア資産管理サービスを２年間以上継続して提供した実

績
　　ウ　ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ事業者として、一つ以上のサービスについて、５年間継続して

いずれかの都道府県に対してサービス提供を行った実績
　⑸　本サービスの利用開始に向けた導入作業に当たって、次のいずれかによりソフトウェ

ア資産管理に関する知識を有すると認められ、かつ、ソフトウェア資産管理に関するシ
ステムの構築に携わった経験のある者を業務管理者又は業務担当者として、契約締結日
までに確保し、業務に従事させることができる者であること。

　　ア　一般社団法人ソフトウェア資産管理評価認定協会（以下「ＳＡＭＡＣ」という。）
から公認ＳＡＭコンサルタントの認定を受けている者

　　イ　ＳＡＭＡＣ、特定非営利活動法人ソフトウェア資産管理コンソーシアム、財団法人
地方自治情報センター、一般財団法人日本情報経済社会推進協会、特定非営利活動法
人日本システム監査人協会又はビジネスソフトウェアアライアンスが主催又は共催し
た参加者公募型の講演会において、ソフトウェア資産管理体制のレベル向上を題材と
する講演の講師を行った経験がある者

３　条件付一般競争入札参加資格の審査
　⑴　この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の⑷及び⑸に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。

　　ア　申 請 の 時 期　　平成24年４月６日から同年５月２日まで（土曜日、日曜日及
び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す
る休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

　　イ　申 請 の 方 法　　申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

　　ウ　申請書類の提出先　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　　　　　　　　　　　　　　北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課
　⑵　審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４　契約条項を示す場所
　　北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課
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５　入札執行の場所及び日時
　⑴　入　  札　  場　  所　　札幌市中央区北３条西６丁目　北海道庁本庁舎３階テレビ会

議室（送付による場合は、郵便番号 060－8588　札幌市中央区
北３条西６丁目　北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策
課）

　⑵　入　  札　  日　  時　　平成24年５月18日（金）午後１時30分（送付による場合は、
必着）

　⑶　開　  札　  場　  所　　⑴に同じ。
　⑷　開　  札　  日　  時　　⑵に同じ。
６　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
７　入札説明書の交付に関する事項
　⑴　交　  付　  場　  所　　４に同じ。
　⑵　交　  付　  方　  法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量250グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

　　　　　　　　　　　　　　また、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に
関する事務を担当する組織に電子メール（アドレス：sam.
admin@pref.hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。

８　落札者の決定方法及び契約書作成の可否
　　平成16年北海道告示第448号の２の⑵のア及び３の⑴による。
９　落札者と契約の締結を行わない場合
　　落札者が暴力団事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じ
ることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結は行わない。
10　そ　　　 の 　　　他
　　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑸、⑺から⑼まで、⑾から⒀までによるほか、
次による。
　　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地　
　⑴　名　　　　　　　称　　北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課
　⑵　所　　　在　　　地　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　　　　　　　　　　　　　　電話番号 011－204－5285
11　Summary
　Ａ　Nature and quantity of the services to be procured : 

　　　Software asset management Service used in the hokkaido Government Office : 1 set
　Ｂ　Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., May 18, 2012
　Ｃ　Contact : Information Polocy Planning Division, Bureau of Science and IT Promotion, 

Department of Policy Planning, and Coordination Hokkaido Government, kita 3-jo 
Nishi 6-chome, Chuo-ku, Sapporo, 060-8588 Japan

　　　Phone : 011-204-5285

北海道告示第232号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする特定役務の名称及び数量
　　　行政情報コミュニケーションシステム等サービス提供業務　一式　
　⑵　調達をする特定役務の仕様等　　入札説明書及び要求仕様書による。
　⑶　契　  約　  期　  間　　契約締結日から平成30年１月31日まで。ただし、予算の範囲

内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
　⑷　履　  行　  場　  所　　入札説明書及び要求仕様書による。
２　入札に参加する者に必要な資格
　⑴　平成23年北海道告示第７号又は平成24年告示第９号に規定する情報システム開発の資

格を有すること。
　⑵　道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
　⑶　暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな

いこと。
　⑷　過去５年間に利用者15,000人規模以上が利用する本業務と類似したシステムを構築し、
当該システムを２年間以上運用した実績があること。

３　条件付一般競争入札参加資格の審査
　⑴　この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の⑷に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。

　　ア　申 請 の 時 期　　平成24年４月６日から同年５月７日まで（日曜日、土曜日及
び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す
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る休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで
　　イ　申 請 の 方 法　　申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
　　ウ　申請書類の提出先　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　　　　　　　　　　　　　　北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課
　⑵　審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４　契約条項を示す場所
　　北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課
５　入札執行の場所及び日時
　⑴　入　  札　  場　  所　　札幌市中央区北３条西６丁目　北海道本庁舎３階テレビ会議

室（送付による場合は、郵便番号 060－8588　札幌市中央区北
３条西６丁目　北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課）

　⑵　入　  札　  日　  時　　平成24年５月21日（月）午後１時30分（送付による場合は、
同月18日（金）までに必着）

　⑶　開　  札　  場　  所　　⑴に同じ。
　⑷　開　  札　  日　  時　　⑵に同じ。
６　入　 札　 保　 証　 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
７　入札説明書の交付に関する事項
　⑴　交　  付　  場　  所　　４に同じ。
　⑵　交　  付　  方　  法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量400グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

８　落札者の決定方法及び契約書の作成の要否
　　平成16年北海道告示第448号の３の⑴によるほか次による。
　⑴　入札の方法及び落札者の決定
　　　この入札は、地方自治法施行令第167条の10の２に規定する総合評価一般競争入札の
方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書の提出とともに、契約の対象と
なる役務等について要求仕様書で指示している提案事項を記載した企画提案書を提出し
なければならない。

　　　また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、同条第３項の規
定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札をし
た者を落札者とする。

　　　なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその
入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格
及び提案内容を評価の上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。

　⑵　落 札 者 決 定 基 準　　落札者決定基準は、入札説明書による。
９　落札者と契約の締結を行わない場合
　　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

10　そ　　　 の 　　　他
　　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑷、⑺から⑼まで及び⑾から⒀までによるほか、
次による。

　　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　　　　　　　称　　北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課
　⑵　所　　　在　　　地　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　　　　　　　　　　　　　　電話番号 011－204－5172
11　Summary
　Ａ　Nature and quantity of the services to be procured：
　　　A total service for groupware of Hokkaido communication system
　Ｂ　Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., May 21, 2012
　　　(If mailed, bids must no later than May 18, 2012)
　Ｃ　 Contact：Information Policy Planning Division, Bureau of Science and IT Promotion, 

Department of Policy Planning and Coordination, Hokkaido Government, Kita 3-jo 
Nishi 6-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Japan

　　　Phone : 011-204-5172

北海道告示第233号
　次のとおり随意契約の相手方を決定した。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　随意契約に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
　　随意契約に係る物品等の名称
　　重油（ＪＩＳ　１種２号）　1,563,000リットル
２　随意契約の相手方を決定した日
　　平成24年３月23日
３　随意契約の相手方の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　北日本石油株式会社札幌支店
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　⑵　住　所　　札幌市東区北47条東13丁目３番10号
４　随意契約に係る契約金額
　　79円60銭
５　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
６　随意契約によった理由
　　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第８号の規定による。
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道保健福祉部医療政策局道立病院室
　⑵　所在地　　札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第234号
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
馬の所有者に対し、当該馬について馬伝染性貧血の予防のための検査を受けることを命ずる。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　実施の目的
　　馬伝染性貧血の発生予防のため
２　実施する区域の市町村名及び実施の期日
　　実施する区域の　　実 施 の 期 日
　　市　町　村　名　　（当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
　　根　　室　　市　　平成24年５月１日から平成24年９月28日まで
　　別　　海　　町　　同
　　中　標　津　町　　同
　　標　　津　　町　　同
３　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
　　実施する区域内で飼養している馬。ただし、生後180日未満のもの及び種付けの用に供
し、又は供する目的で飼養している種馬並びに家畜伝染病予防法第13条第１項の届出をし
ているもの及び家畜防疫員が疾病その他の事由により検査を受けることが困難と認めたも
のを除く。
４　実施の方法
　⑴　検査は所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
　⑵　検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和26年農林省令第35号）第９条に定める方法

による。

北海道告示第235号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
　認 可 年 月 日　　土 地 改 良 区 名
　平成24． 3．26　　南美原土地改良区
　同　24． 3．27　　空知土地改良区
　同　　　　　　　東和土地改良区
　同　24． 3．29　　神竜土地改良区

北海道告示第236号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、次の地区について道営
土地改良事業の土地改良事業計画を定めた。
　その関係書類は、平成24年４月10日から20日間、一般の縦覧に供する。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
　地 区 名　　事　　業　　の　　種　　類　　縦　　覧　　場　　所
　東中中央　　農業用用排水施設、区画整理、客土　　北海道上川総合振興局
　東 中 南　　農業用用排水施設、区画整理　　　　　同

北海道告示第237号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
　その関係書類は、平成24年４月10日から20日間、一般の縦覧に供する。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
　地　 区　 名　 事　　　　　　業　　　　　　の　　　　　　種　　　　　　類　　 縦　　　覧　　　場　　　所
　北　 剣　 淵　 経営体育成基盤整備 ［面的集積型］　（客土、暗渠

きよ

排水、区画整理）　　北 海 道 上 川 総 合 振 興 局
　はまなす第１　 草地整備［公共牧場中核型］（区画整理)　　　　　　　　　　　　　 北海道オホーツク総合振興局

北海道告示第238号
　次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195
号）第113条の２第３項の規定により公告する。
　　平成24年４月６日
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北海道知事　高　橋　はるみ
　地 区 名　　事　　　　　  業　　　　　  の　　　　　  種　　　　　  類　　 完 了 年 月 日
　士幌南部　　畑地帯総合整備［担い手支援型（単独土層改良）］（土層改良）　　平成23． 5．13
　同　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （暗渠

きよ

排水）　　同　22．12． 8

北海道告第239号
　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　保安林予定森林の所在場所　　厚岸郡浜中町藻散布71（次の図に示す部分に限る。）、

34、75
２　指 　 定 　 の 　 目 　 的　　霧害の防備
３　指　定　施　業　要　件
　⑴　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道釧路総合振
興局産業振興部林務課及び浜中町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第240号
　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　保安林の所在場所　　網走郡大空町東藻琴山園606の１（次の図に示す部分に限

る。）、593、594の１、594の２、596の１、596の３、598の１か
ら598の３まで、598の９、598の12、598の13、599、600の１、
601の１、601の３、602、603の３、604の１、604の３、604の４、
605、606の２、606の５、607、608の１から608の３まで、609の
１、609の２

２　指　定　の　目　的　　干害の防備

３　指 定 施 業 要 件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　東藻琴山園596の１、598の２、598の９、598の13、600の１、601の３、605、606の

１
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道オホーツク
総合振興局産業振興部林務課及び大空町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第241号
　農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和26年法律第
249号）第29条の規定による通知があった。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１⑴　保安林予定森林の所在場所　　歌志内市字中村83の１地先（国有林。次の図に示す部

分に限る。）、83の１・字文珠244の１（以上２筆につ
いて次の図に示す部分に限る。）

　⑵　指 　 定 　 の 　 目 　 的　　土砂の流出の防備
　⑶　指　定　施　業　要　件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐は、択伐による。
　　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
２⑴　保安林予定森林の所在場所　　勇払郡むかわ町穂別和泉26の２（次の図に示す部分に

限る。）
　⑵　指 　 定 　 の 　 目 　 的　　土砂の流出の防備
　⑶　指　定　施　業　要　件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐は、択伐による。
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　　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
３⑴　保安林予定森林の所在場所　　天塩郡遠別町字北里272の１（次の図に示す部分に限

る。）
　⑵　指 　 定 　 の 　 目 　 的　　土砂の流出の防備
　⑶　指　定　施　業　要　件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐は、択伐による。
　　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
４⑴　保安林予定森林の所在場所　　上川郡清水町字美蔓1000の12・1000の13（以上２筆に

ついて次の図に示す部分に限る。）
　⑵　指 　 定 　 の 　 目 　 的　　土砂の流出の防備
　⑶　指　定　施　業　要　件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐は、択伐による。
　　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
５⑴　保安林予定森林の所在場所　　小樽市祝津１丁目11地先・15の１地先・25の１地先・

59の１地先・62地先（以上５筆地先国有林。次の図に示
す部分に限る。）

　⑵　指 　 定 　 の 　 目 　 的　　土砂の崩壊の防備
　⑶　指　定　施　業　要　件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐は、択伐による。
　　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。

６⑴　保安林予定森林の所在場所　　古平郡古平町大字沢江町１の４地先・１の５地先・１
の17地先・３の４地先・３の26地先（以上５筆地先国有
林。次の図に示す部分に限る。）

　⑵　指 　 定 　 の 　 目 　 的　　土砂の崩壊の防備
　⑶　指　定　施　業　要　件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐は、択伐による。
　　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第242号
　森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１⑴　解除予定保安林の所在場所　　標津郡中標津町字養老牛315の２・316の１・401の

１（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）
　⑵　保安林として指定された目的　　土砂の流出の防備
　⑶　解　　除　　の　　理　　由　　道路用地とするため
２⑴　解除予定保安林の所在場所　　野付郡別海町西春別415の269（次の図に示す部分に

限る。）
　⑵　保安林として指定された目的　　風害の防備
　⑶　解　　除　　の　　理　　由　　道路用地とするため
　（「次の図」は、省略し、その図面を北海道根室振興局産業振興部林務課及び関係町役場
に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第243号
　農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和26年
法律第249号）第29条の規定による通知があった。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
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１　解除予定保安林の所在場所　　中川郡美深町字玉川261（次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的　　水源のかん養
３　解 　 除 　 の 　 理 　 由　　道路用地とするため
　（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び美深町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第244号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１⑴　指定施業要件変更予定保安林　　標津郡中標津町（次の図に示す部分に限る。）
　　　の所在場所
　⑵　保安林として指定された目的　　土砂の流出の防備
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　　中標津町（次の図に示す部分に限る。）
　　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
２⑴　指定施業要件変更予定保安林　　標津郡中標津町（次の図に示す部分に限る。）
　　　の所在場所
　⑵　保安林として指定された目的　　干害の防備
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
３⑴　指定施業要件変更予定保安林　　標津郡中標津町（次の図に示す部分に限る。）
　　　の所在場所

　⑵　保安林として指定された目的　　魚つき
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　　中標津町（次の図に示す部分に限る。）
　　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道根室振興局
産業振興部林務課及び中標津町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第245号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ　
１⑴　指定施業要件の変更に係る保　　標津郡中標津町（次の図に示す部分に限る。）
　　　安林の所在場所
　⑵　保安林として指定された目的　　土砂の流出の防備
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐は、択伐による。
　　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
２⑴　指定施業要件の変更に係る保　　標津郡中標津町（次の図に示す部分に限る。）
　　　安林の所在場所
　⑵　保安林として指定された目的　　風害の防備
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
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町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
３⑴　指定施業要件の変更に係る保　　標津郡中標津町（次の図に示す部分に限る。）
　　　安林の所在場所
　⑵　保安林として指定された目的　　干害の防備
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　　中標津町（次の図に示す部分に限る。）
　　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。　
４⑴　指定施業要件の変更に係る保　　標津郡中標津町（次の図に示す部分に限る。）
　　　安林の所在場所
　⑵　保安林として指定された目的　　公衆の保健
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐は、択伐による。
　　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。　
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道根室振興局
産業振興部林務課及び中標津町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第246号
　河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和40年政令第14号）第
49条の規定により、次のとおり告示する。
　その関係図面は、北海道渡島総合振興局函館建設管理部に備え置いて縦覧に供する。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　河 　 川 　 の 　 名 　 称　　二級河川重内川水系重内川

２　廃川敷地等が生じた年月日　　平成24年４月６日
３　廃 川 敷 地 等 の 位 置　　（左岸）上磯郡知内町字重内1102番から同1104番まで
　　　　　　　　　　　　　　　　（右岸）上磯郡知内町字重内1105番から同1114番まで
４　廃川敷地等の種類及び数量　　土地　10,972.32㎡

北海道告示第247号
　都市再開発法（昭和44年法律第38号）第７条の20第１項の規定により、次のとおり第一種
市街地再開発事業の終了について認可した。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　施　行　者　の　名　称　　株式会社ふうれん
２　市街地再開発事業の名称　　風連本町地区第一種市街地再開発事業
３　事　業　施　行　期　間　　平成19年12月27日から平成23年２月22日まで
４　施　　行　　地　　区　　名寄市風連本町２番２の一部、２番３の一部、５番２、６

番２、７番１、８番、９番１から９番６まで、10番１、10番
２、11番１、11番２、12番１、12番２、13番２の一部、13番
３、15番１、15番２、16番、17番２、19番1、19番２、20番
１、21番１、21番２、22番１、22番２、23番から26番まで、
27番１、27番２、28番から31番まで、35番から38番まで、39
番１、39番２、40番、44番１から44番６まで、45番から48番
まで、49番１、49番２及び50番から54番まで

５　施 行 認 可 の 年 月 日　　平成19年12月27日
６　終了の認可の年月日　　平成24年3月28日

北海道告示第248号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
　⑴　Ａ重油（ＪＩＳ　１種１号）　14,100リットル
　⑵　Ａ重油（ＪＩＳ　１種１号）　 7,300リットル
　⑶　Ａ重油（ＪＩＳ　１種１号）　14,600リットル
　⑷　Ａ重油（ＪＩＳ　１種１号）　22,000リットル
　⑸　Ａ重油（ＪＩＳ　１種２号）　12,100リットル
　⑹　Ａ重油（ＪＩＳ　１種２号）　46,300リットル
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　⑺　Ａ重油（ＪＩＳ　１種２号）　58,000リットル
　⑻　白灯油（ＪＩＳ　１号）　　　 1,600リットル
　⑼　白灯油（ＪＩＳ　１号）　　　 7,600リットル
　⑽　白灯油（ＪＩＳ　１号）　　　 8,000リットル
　⑾　Ａ重油（ＪＩＳ　１種２号）　 9,900リットル
　⑿　Ａ重油（ＪＩＳ　１種２号）　14,700リットル
　⒀　Ａ重油（ＪＩＳ　１種２号）　 9,000リットル
　⒁　Ａ重油（ＪＩＳ　１種２号）　11,900リットル
　⒂　白灯油（ＪＩＳ　１号）　　　 3,700リットル
　⒃　白灯油（ＪＩＳ　１号）　　　 7,000リットル
　⒄　白灯油（ＪＩＳ　１号）　　　　 900リットル
　⒅　白灯油（ＪＩＳ　１号）　　　 2,500リットル
　⒆　白灯油（ＪＩＳ　１号）　　　 2,900リットル
２　落札を決定した日
　　平成24年３月22日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　１の⑴、⑵、⑷及び⑹
　　ア　氏　名　　河辺石油株式会社
　　イ　住　所　　小樽市稲穂２丁目19番８号
　⑵　１の⑶
　　ア　氏　名　　日下石油倉庫株式会社
　　イ　住　所　　富良野市若葉町２番20号
　⑶　１の⑸、⑾、⒁、⒂及び⒅
　　ア　氏　名　　サンシン油業株式会社
　　イ　住　所　　札幌市西区西町北３丁目３番１号
　⑷　１の⑺
　　ア　氏　名　　茂田石油株式会社
　　イ　住　所　　旭川市住吉４条２丁目８番13号
　⑸　１の⑻及び⑽
　　ア　氏　名　　ミナミ石油株式会社
　　イ　住　所　　札幌市北区篠路７条１丁目４番１号
　⑹　１の⑼
　　ア　氏　名　　三谷石油株式会社
　　イ　住　所　　岩見沢市美園４条１丁目２番４号
　⑺　１の⑿

　　ア　氏　名　　北海道エナジティック株式会社
　　イ　住　所　　札幌市白石区東札幌３条１丁目１番18号
　⑻　１の⒀及び⒄
　　ア　氏　名　　株式会社菱友
　　イ　住　所　　滝川市明神町２丁目１番15号
　⑼　１の⒃
　　ア　氏　名　　第一興産株式会社
　　イ　住　所　　滝川市朝日町東２丁目２番５号
　⑽　１の⒆
　　ア　氏　名　　釧路石炭販賣株式会社
　　イ　住　所　　釧路市南大通５丁目２番23号
４　落札金額
　⑴　79.80円
　⑵　79.80円
　⑶　86.00円
　⑷　79.80円
　⑸　83.70円
　⑹　78.80円
　⑺　80.20円
　⑻　80.49円
　⑼　84.00円
　⑽　80.49円
　⑾　83.70円
　⑿　88.00円
　⒀　90.00円
　⒁　83.70円
　⒂　84.70円
　⒃　90.00円
　⒄　90.00円
　⒅　84.70円
　⒆　88.00円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成24年２月10日付け北海道告示第70号



平成24年４月６日（金曜日） 北　　海　　道　　公　　報 第２３６８号 23

７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道出納局集中業務室調達課
　⑵　所在地　　札幌市中央区北３条西７丁目

北海道告示第249号
　次のとおり随意契約の相手方を決定した。
　　平成24年４月６日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量
　⑴　北海道庁物品託送業務（各単位当たりの単価）
　⑵　調達予定数量　　メール便　135,934個
　　　　　　　　　　　宅 配 便　 89,995個
２　随意契約の相手方を決定した日
　　平成24年３月15日
３　随意契約の相手方の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　佐川急便株式会社
　⑵　住　所　　京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地
４　随意契約に係る契約金額
　⑴　メール便　北海道　300グラム以内 55円
　⑵　メール便　北海道　600グラム以内 55円
　⑶　メール便　北海道　１キログラム以内 55円
　⑷　メール便　東北・関東以西　300グラム以内 55円
　⑸　メール便　東北・関東以西　600グラム以内 55円
　⑹　メール便　東北・関東以西　１キログラム以内 55円
　⑺　宅配便　北海道　２キログラム以内 200円
　⑻　宅配便　北海道　５キログラム以内 200円
　⑼　宅配便　北海道　10キログラム以内 200円
　⑽　宅配便　北海道　20キログラム以内 300円
　⑾　宅配便　北海道　30キログラム以内 400円
　⑿　宅配便　東北　２キログラム以内 400円
　⒀　宅配便　東北　５キログラム以内 450円
　⒁　宅配便　東北　10キログラム以内 600円
　⒂　宅配便　東北　20キログラム以内 750円
　⒃　宅配便　東北　30キログラム以内 900円
　⒄　宅配便　関東以西　２キログラム以内 400円

　⒅　宅配便　関東以西　５キログラム以内 450円
　⒆　宅配便　関東以西　10キログラム以内 600円
　⒇　宅配便　関東以西　20キログラム以内 750円
　21　宅配便　関東以西　30キログラム以内 900円
　22　宅配便　東京23区急行　２キログラム以内 700円
　23　宅配便　東京23区急行　５キログラム以内 700円
　24　宅配便　東京23区急行　10キログラム以内 800円
　25　宅配便　東京23区急行　20キログラム以内 1,000円
　26　宅配便　東京23区急行　30キログラム以内 1,200円
　27　宅配便　東京23区特急　２キログラム以内 700円
　28　宅配便　東京23区特急　５キログラム以内 700円
　29　宅配便　東京23区特急　10キログラム以内 800円
　30　宅配便　東京23区特急　20キログラム以内 1,000円
　31　宅配便　東京23区特急　30キログラム以内 1,200円
　32　宅配便　東京23区超特急　2キログラム以内 1,500円
　33　宅配便　東京23区超特急　5キログラム以内 1,500円
　34　宅配便　東京23区超特急　10キログラム以内 1,500円
　35　宅配便　東京23区超特急　20キログラム以内 1,500円
　36　宅配便　東京23区超特急　30キログラム以内 1,500円
５　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
６　随意契約によった理由
　　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第８号の規定による。
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道出納局集中業務室職員事務課
　⑵　所在地　　札幌市中央区北３条西７丁目

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道上川総合振興局告示第55号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成24年４月６日

北海道上川総合振興局長　越　前　雅　裕
１　落札に係る物品等の名称及び数量
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　⑴　物品等の名称
　　　フルカラー複写機の賃貸借（点検、調整及び消耗品（用紙を除く。）の供給を含
む。）　一式（１台分に係る１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）

　⑵　調達台数及び調達予定数量
　　ア　１台並びに１月当たり　　フルカラー8,000枚及びモノクロ300枚
　　イ　１台並びに１月当たり　　フルカラー3,000枚及びモノクロ1,600枚
　　ウ　１台並びに１月当たり　　フルカラー2,000枚及びモノクロ200枚
２　落札者を決定した日
　　平成24年３月27日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　富士ゼロックス北海道株式会社
　⑵　住　所　　札幌市中央区大通西６丁目１番地
４　落札金額
　　１の⑵のアからウまで
　⑴　基本料金　０円
　　　複写料金　フルカラーモード １枚から1,000枚まで　5.7円
 1,001枚から3,000枚まで　5.6円
 3,001枚以上　5.3円
　　　　　　　　モノクロモード １枚から500枚まで　0.8円
 500枚以上　0.7円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成24年２月24日付け北海道上川総合振興局告示第34号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室建設行政課
　⑵　所在地　　旭川市永山６条19丁目１番１号

道教育庁渡島教育局告示

北海道教育庁渡島教育局告示第30号
　次のとおり一般競争入札により随意契約の相手方を決定した。
　　平成24年４月６日

北海道教育庁渡島教育局長　林　　　秀　樹
１　随意契約に係る特定役務の名称（各１回当たりの単価）及び調達予定数量

　　北海道函館養護学校通学用バス借上運行単価契約　Ａコース530回及びＢコース530回
２　随意契約の相手方を決定した日
　　平成24年３月16日
３　随意契約の相手方の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　函館バス株式会社
　⑵　住　所　　函館市高盛町10番１号
４　随意契約に係る契約金額
　⑴　Ａコース　21,400円
　⑵　Ｂコース　21,400円
５　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
６　随意契約によった理由
　　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第８号の規定による。
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道教育庁渡島教育局道立学校運営支援室
　⑵　所在地　　函館市美原４丁目６番16号

北海道教育庁渡島教育局告示第31号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成24年４月６日

北海道教育庁渡島教育局長　林　　　秀　樹
１　落札に係る特定役務の名称（各１回当たりの単価）及び調達予定数量
　　北海道七飯養護学校通学用バス借上運行単価契約　Ａコース486回、Ｂコース486回及び
Ｃコース530回

２　落札を決定した日
　　平成24年３月16日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　有限会社大沼交通
　⑵　住　所　　亀田郡七飯町字大沼町780－２
４　落札金額
　　Ａコース　17,400円
　　Ｂコース　17,400円
　　Ｃコース　17,400円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
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６　一般競争入札の公告
　　平成24年２月３日付け北海道教育庁渡島教育局告示第６号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道教育庁渡島教育局道立学校運営支援室
　⑵　所在地　　函館市美原４丁目６番16号

道教育庁オホーツク教育局告示

北海道教育庁オホーツク教育局告示第25号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
　　平成24年４月６日

北海道教育庁オホーツク教育局長　西　崎　　　毅
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
　　ア　灯油その１（美幌高等学校）　　　8,145リットル
　　イ　灯油その２（紋別高等養護学校）　1,240リットル
　　　　ア及びイについては、それぞれの入札とする。
　⑵　調達をする物品等の仕様等　入札説明書による。
　⑶　契 　 約 　 期 　 間　　契約締結の日から平成24年10月31日まで
　⑷　納 　 入 　 場 　 所　　入札説明書による。
２　入札に参加する者に必要な資格
　　次のいずれにも該当すること。
　⑴　平成23年北海道告示第７号又は平成24年北海道告示第９号に規定する物品の購入の資

格（暖房燃料）を有すること。
　⑵　道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
　⑶　暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな

いこと。
　⑷　石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和50年法律第96号）第24条第１項に定める石油

販売業の届出をしている者であること。
３　条件付一般競争入札参加資格の審査
　⑴　この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の⑷に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな

い。
　　ア　申 請 の 時 期　　平成24年４月６日（金）から同年５月21日（月）まで（日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178
号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時ま
で

　　イ　申 請 の 方 法　　申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない

　　ウ　申請書類の提出先　　郵便番号 093－8619　網走市北７条西３丁目
　　　　　　　　　　　　　　北海道教育庁オホーツク教育局道立学校運営支援室
　⑵　審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４　契約条項を示す場所
　　北海道教育庁オホーツク教育局道立学校運営支援室
５　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 　 札 　 場 　 所　　網走市北７条西３丁目　北海道オホーツク合同庁舎１階保健

所会議室（送付による場合は、郵便番号 093－8619　網走市北
７条西３丁目　北海道教育庁オホーツク教育局道立学校運営支
援室）

　⑵　入 　 札 　 日 　 時
　　ア　平成24年５月31日（木）午前９時30分
　　イ　平成24年５月31日（木）午前10時30分
　　　（送付による場合は、同月30日（水）午後５時までに必着）
　⑶　開 　 札 　 場 　 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 　 札 　 日 　 時　　⑵に同じ。
６　入　札　保　証　金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
７　一連の調達契約に関する事項
　　この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の公
告の予定時期

　⑴　名 称 及 び 数 量　　灯油 328,541リットル
　⑵　予 　 定 　 時 　 期　　平成24年９月頃
８　入札説明書の交付に関する事項
　⑴　交 　 付 　 場 　 所　　４に同じ。
　⑵　交 　 付 　 方 　 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　　また、北海道教育庁オホーツク教育局ホームページ

（http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/okh/kokuji.htm）
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においてダウンロードすることができる。
９　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　平成16年北海道告示第448号の２の⑵のウ及び３の⑴による。
10　落札者と契約の締結を行わない場合
　　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
11　そ　　　 の 　　　他
　　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑸、⑺から⑼まで及び⑾から⒀までによるほか、
次による。
　　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　　　　　　　称　　北海道教育庁オホーツク教育局道立学校運営支援室
　⑵　所　　　在　　　地　　郵便番号 093－8619　網走市北７条西３丁目
　　　　　　　　　　　　　　電話番号 0152－41－0785
12　Summary
　Ａ　Nature and quantity of the products to be procured :
　　ａ　Kerosene (JIS, No1)　　8,145 liters
　　ｂ　Kerosene (JIS, No1)　　1,240 liters
　Ｂ　Bid tendering date and time :
　　ａ　9 : 30 A.M., May 31, 2012
　　ｂ　10 : 30 A.M., May 31, 2012
　　　　(If mailed, bids must arrive no later than 5 : 00 P.M., May 30, 2012)
　Ｃ　Contact : Office of Prefectual School Spending Management, Okhotsk District 

Bureau of Education, Hokkaido Office of Education, kita 7-jo Nishi 3-chome Abashiri, 
Hokkaido 093-8619 Japan

　　　Phone : 0152-41-0785

道教育庁釧路教育局告示

北海道教育庁釧路教育局告示第21号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成24年４月６日

北海道教育庁釧路教育局長　加　門　　　清
１　落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
　⑴　Ａ重油その１（釧路養護学校）　　　　　　　　　　　32,854リットル
　⑵　Ａ重油その２（白糠養護学校（白糠学園分含む。））　42,877リットル

２　落札を決定した日
　　平成24年３月22日
３　落札者の氏名及び住所
　　１の⑴及び⑵
　⑴　氏　名　　北日本石油株式会社
　⑵　住　所　　東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目28番５号
４　落札金額
　⑴　81.50円
　⑵　81.50円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告　　 
　　平成24年１月27日付け北海道教育庁釧路教育局告示第１号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道教育庁釧路教育局道立学校運営支援室
　⑵　所在地　　釧路市浦見２丁目１番１号

監 査 公 表

監査公表第４号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条第37第５項の規定により、平成24年３月29日
包括外部監査人岩本敏美から、監査の結果に関する報告の提出があったので、同法第252条
の38第３項の規定により、次のとおり公表する。
　（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課、北海道
総務部人事局法制文書課行政情報センター並びに各総合振興局及び振興局（石狩振興局を除
く。）の行政情報コーナーに備え置いて一般の縦覧に供する。）
　　平成24年４月６日

北海道監査委員　加　藤　礼　一
北海道監査委員　池　田　隆　一
北海道監査委員　太　田　　　博
北海道監査委員　飴　谷　長　藏

道 公 安 委 員 会 規 則

　道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
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　⑵　自動車用ガソリン　　ＪＩＳ２号　　　　　　　　　209,400リットル
　⑶　軽　　　　　　油　　ＪＩＳ１号、２号及び３号　　 10,600リットル
２　落札を決定した日
　　平成24年３月23日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　北見石油販売株式会社　
　⑵　住　所　　北見市卸町１丁目７番地１
４　落札金額金額
　⑴　163円
　⑵　153円
　⑶　136円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成24年２月７日付け北海道警察北見方面本部告示第７号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道警察北見方面本部会計課
　⑵　所在地　　北見市青葉町６－１

北海道警察北見方面本部告示第37号
　次のとおり随意契約の相手方を決定した。
　　平成24年４月６日　

北海道警察北見方面本部長　奥　泉　忠　則
１　随意契約に係る物品等の名称及び調達予定数量
　⑴　６型カードベース　ＩＤ－６ＣＹ　300枚×３入　　27箱
　⑵　６型カードベース　ＩＤ－６ＣＩ　300枚×３入　　29箱
　⑶　６型カードベース　ＩＤ－６ＣＳ　300枚×３入　　４箱
　⑷　６型高速型用リボン　2,000枚×１入×７種　　　　  27箱
　⑸　６型プリンタヘッド　　　　　　　　　　　　　　 ５個
　⑹　吸気フィルター　大　　　　　　　　　　　　　　 12個
　⑺　吸気フィルター　小　　　　　　　　　　　　　　 12個
　⑻　搬送ローラー　　　　　　　　　　　　　　　　　 44個
　⑼　ヒートローラー　上　　　　　　　　　　　　　　 ４個
　⑽　ヒートローラー　下　　　　　　　　　　　　　　 ４個
　⑾　ＤＵブッシュ付ブラケットハウジング　２個組　　 12組

　　平成24年４月６日
北海道公安委員会委員長　佐々木　亮　子

北海道公安委員会規則第６号
　　　道路交通法施行細則の一部を改正する規則
　道路交通法施行細則（昭和47年北海道公安委員会規則第11号）の一部を次のように改正す
る。
　第12条第５号中「かさをさし、物をかつぎ」を「傘を差し、物を担ぎ」に改め、同条第９
号を第10号とし、第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、同条第６号中「カーラジオを
聞く等」を「カーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く
など」に改め、同号に次のただし書を加え、同号を同条第７号とする。
　　ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための
指令を受信する場合にイヤホン又はヘッドホンを使用するときは、この限りでない。
　第12条第５号の次に次の１号を加える。
　⑹　自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、又は
画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

　第12条に次の１号を加える。
　⑾　自動車を運転する場合において、法第71条の５第２項に規定する普通自動車対応免許
を受けた者で法第91条の規定により当該普通自動車対応免許に法第71条の６第１項に規
定する標識を付けるべきこととする条件を付されているものが補聴器を用いないで表示
自動車（当該標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。）を運転して
いるときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の
側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同
一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に法第26条に規定する
必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

　　　附　則
　この規則は、平成24年７月１日から施行する。

道警察北見方面本部告示

北海道警察北見方面本部告示第36号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成24年４月６日

北海道警察北見方面本部長　奥　泉　忠　則
１　落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
　⑴　自動車用ガソリン　　ＪＩＳ１号　　　　　　　　　　8,400リットル
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　⑿　ロールロアピンチローラー　　　　　　　　　　　 ６個
　⒀　ＥＸＩＴローラー　２本組　　　　　　　　　　　 ８組
　⒁　ハロゲンランプ　　　　　　　　　　　　　　　　 ８個
　⒂　温度センサー　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４個
　⒃　複写用真空パッド　３個組　　　　　　　　　　　 ２組
２　随意契約の相手方を決定した日
　　平成24年３月19日
３　随意契約の相手方の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　株式会社ＤＮＰアイディーシステム
　⑵　住　所　　東京都新宿区新宿４丁目３番17号
４　随意契約に係る契約金額
　⑴　１箱当たりの単価　470,700円
　⑵　１箱当たりの単価　470,700円
　⑶　１箱当たりの単価　470,700円
　⑷　１箱当たりの単価　140,000円
　⑸　１個当たりの単価　130,000円
　⑹　１個当たりの単価　　9,000円
　⑺　１個当たりの単価　　5,500円
　⑻　１個当たりの単価　　1,400円
　⑼　１個当たりの単価　 23,000円
　⑽　１個当たりの単価　 18,000円
　⑾　１組当たりの単価　 14,400円
　⑿　１個当たりの単価　 21,500円
　⒀　１組当たりの単価　 22,800円
　⒁　１個当たりの単価　 10,500円
　⒂　１個当たりの単価　　5,000円
　⒃　１組当たりの単価　　5,100円
５　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
６　随意契約によった理由
　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
372号）第10条第１項第２号の規定による。
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道警察北見方面本部会計課
　⑵　所在地　　北見市青葉町６－１

正　誤
○平成24年３月30日（号外第10号）
　北海道規則第53号（北海道財務規則の一部を改正する規則）中に次のとおり誤りがあった
ので訂正する。
　ページ　　欄　　　行
　　　５　　左　　　７及び８

　　　誤

　　　正

　ページ　　欄　　　行
　　　５　　左　　　９

　　　誤

　　　正

同　根室教育局

同　実習船管理局

同　根室教育局

同　実習船管理局

同　根室教育局

同　根室教育局


